
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 東労組は 3 月 15 日、要求内容と乖離した回答に対し、職場から「労働

実感・生活実感に見合っていない」「経営陣こそ職責重視の姿勢を変革すべき」

「社員を大切にしていない」「離職に歯止めがかからない」などの声や、夏季手

当の平均支給額を強調する姿勢などに対する、不満や不信の声を受けとめ、再

申し入れを決定し、以下の通り申し入れをおこないました。 

 
 

ＪＲ総連通信 
２０２４年３月１５日 №１７２９ 

 
  

全日本鉄道労働組合総連合会（ＪＲ総連） http://www.jr-souren.com 

2024ＪＲ総連春闘要求満額獲得！産業間格差是正をはかるため

に、「連帯・共闘」で全組合員とともに職場からたたかい抜こう

１．ＪＲ東労組申第１５号「２０２４年度賃金引き上げ等に関する申し入れ」に対

する回答の「１ 新賃金」⑴②基本給改定及び、⑶基本賃金改定の回答を撤回し、

以下の内容を実施すること。 

①２０２４年４月１日以降のＪＲ東労組組合員・社員の基本給を一律１２，０００

円（定期昇給を含まない）引き上げること。 

②２０２４年４月１日以降のエルダー組合員・社員の基本賃金を１２，０００円引

き上げること。 

 

２．ＪＲ東労組申第１６号「２０２４年度夏季手当に関する申し入れ」に対する回

答の「２ 夏季手当」⑴基準額の回答を撤回し、２０２４年度夏季手当を基準内

賃金の３．２ヶ月とすること。 


